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・幅広い年齢層の住民が集まる総合センターにおいては、耐震補強工事を実施したこと
で、安全性の向上が図られた。施設自体は老朽化しているが、指定管理者がこまめに点
検・修繕を行いながら、積極的に事業を展開している。
・地域コミュニティ活性化のため区への支援を行うほか、指定管理者とも協力し、「協働
のまちづくり」を目指していく。

64.5%

・総合センターやパブリックルーム、各地区集会所等の整備をするとともに、地域の連携
を密にし、コミュニティ意識を育むための地域活動やイベントを様々な側面から支援する
ことにより、「地域コミュニティ活性化」をさらに推進する。

第6次行政改革大綱
に基づく取組の進捗
状況

次年度以降におけ
る施策の具体的な
方向性

令和6年度実績

(3)

令和4年度実績

67.5%68.9%(1) 68.9%

(2)

令和5年度実績

● 令和元年から令和２年にかけて実施する町制施行50周年記念事業の開催により、町民
のシビックプライドを醸成するとともに、町勢要覧の作成を予定しています。
● 地域のコミュニティ機能を高め、町の活力維持につながる取組を図ります。
● 今後も引き続き「伊奈町民討議会」を開催していく予定でありますが、若い世代の参加が
少ないことから、参加への意識醸成に努めます。
● 行政区への加入が伸び悩んでいることから、地域活動やイベントを様々な面から支援
し、地域コミュニティの活性化に取組みます。
●「 協働とは何か」が町民に浸透しておらず、考え方が定まっていないことから、今後は、
「協働のまちづくり指針」の策定の中で定義や役割を定めていきます。
● 国際化の推進において、相互理解を推進する必要性が高まっており、全庁的な取組を
検討します。
● 東京2020 オリンピック・パラリンピックでのホストタウン、伊奈まつりでの国際交流ブース
の設置など、外国人との共生や国際交流の機会の充実に努めます。

指標名

区への加入率

今後に向けた
課題・方向性

・区長、区長代理研修において、1つの区に先進事例発表をしていただき、その後一部の区で業
務の効率化や区の行事の活性化を図れた。
・総合センターやパブリックルームの整備、各地区集会所整備等への補助を行い、住民に利用し
てもらうことにより地域活動や趣味を通じた交流を育み、地域コミュニティの活性化を推進した。
・総合センターにおいては、老朽化した印刷機の更新や、児童館内のトイレ洋式化を実施した。

施策を取り巻く
環境の変化につ
いて

・地域活動やイベント等により交流が深められ連帯意識もある一方で、単身世帯や若い世帯
を中心に、地域とのかかわりを避ける傾向が強い。また、高齢を理由に区を脱退する世帯も
あり、区への加入率が減少傾向にあるのが現状である。

施策達成度
の理由
（施策に対する
令和６年度の実
績及び効果）

施策を達成する
うえでの障害に
ついて

・コミュニティ形成には、地域住民相互の信頼関係や連帯意識などが求められ、それぞれの
地域で様々なイベント等が開催されるなど、世代を超えた交流が深められ、より良いコミュニ
ティが作られている。その反面、ライフスタイルや地域コミュニティに対する価値観が多様化
し、必要最低限のコミュニケーション以外を求めない傾向にある。

・地区集会所整備等への補助、総合センターの整備やパブリックルームの管理を適切に行
い、地域交流や趣味の交流の場所を提供するなどして、コミュニティ活動を支援できた。

住民ニーズの変
化について

展開した事業は
適切であったか

・自治意識の低下及び連帯意識が希薄化しているほか、イベントへの参加意識が低下して
いる。

施
策
実
現
の
た
め
の
課
題

70,627 69,835

65.9%

当初予算額
決算額　　（単位；千円）

69,263

一般財源
行政評価表（事業評価一覧）

合計
0 5720

成
果
指
標
の
推
移

令和2年度実績 令和3年度実績

(4)

決算合計 国・県補助 地方債 その他特定財源

施策名 施策１_地域コミュニティ活性化への支援

ま
ち
づ

く
り
目
標
値

目指す姿

　地域のコミュニティ機能が高まり、地域住民同士が協力し、自ら地域を
支える活動に取組むなど、協働のまちづくりが推進されています。

目標（令和6年度）

75.0%

施
策
の
内
容

令和６年度　行政評価表
担当課 コミュニティ推進課

今年度の
施策達成度

章名 第５章_共につくる_未来につながるまち A
施策が既に完了し た。 見直し や改善を行い最善に近い。 （ 進捗率71～100％）

施策の見直し 、 改善等の検討余地がある 。 （ 進捗率31～70％）

施策を検討し たが効果が上がら ない。 遅れている 。 未実施。 （ 進捗率0～30％）節名 第２節_地域コミュニティの活性化と協働の推進
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令和６年度　行政評価表
担当課 コミュニティ推進課

今年度の
施策達成度

章名 第５章_共につくる_未来につながるまち A
施策が既に完了し た。 見直し や改善を行い最善に近い。 （ 進捗率71～100％）

施策の見直し 、 改善等の検討余地がある 。 （ 進捗率31～70％）

施策を検討し たが効果が上がら ない。 遅れている 。 未実施。 （ 進捗率0～30％）節名 第２節_地域コミュニティの活性化と協働の推進

施策名 施策３_国際化の推進

ま
ち
づ

く
り
目
標
値

目指す姿

　地域のコミュニティ機能が高まり、地域住民同士が協力し、自ら地域を
支える活動に取組むなど、協働のまちづくりが推進されています。

目標（令和6年度）

施
策
の
内
容

行政評価表（事業評価一覧）
合計

0 2660

成
果
指
標
の
推
移

令和2年度実績 令和3年度実績

(4)

決算合計 国・県補助 地方債 その他特定財源

3,014 2,500

当初予算額
決算額　　（単位；千円）

2,234

一般財源

・国際交流イベント「インターナショナルフェスタinいな」を開催し、地域住民の交流と異文化への相互理解を深め、
多文化共生のまちづくりを進めることができた。
・伊奈まつりへ国際交流ブースを出展し、海外の遊び体験や啓発品の配布等を通して、地域住民の多文化理解を
深めた。
・翻訳ツールとして、翻訳機（ポケトーク）、オンライン通訳システム、多言語チャットツールを引き続き活用し、外国
人住民に対する窓口案内等に対応できる体制を整えた。
・日本語教室へ運営経費補助金の交付を行い、安定的な運営支援を行った。
・外国人住民向けに「英語版」生活ガイドブックを作成し、窓口やイベントで配布することにより生活情報や行政情
報の提供を行った。
・県のワンナイトステイ（１泊２日のホームステイ受入）事業において町民と外国人とを斡旋し、交流の機会を設ける
ことができた。

施策を取り巻く
環境の変化につ
いて

・外国人住民の数は5年前（R2.4月）と比較すると約1.8倍（467人→838人）、10年前（H27.4
月）と比較すると約2.8倍（293人→838人）に増加している。

施策達成度
の理由
（施策に対する
令和６年度の実
績及び効果）

施策を達成する
うえでの障害に
ついて

・日本語の習得や日本文化、生活習慣などを学びたいという外国人住民が増加している。
・窓口や電話対応における多言語対応の充実が求められている。
・すべての住民が暮らしやすいと感じるまちづくりのため、外国人住民にも「伊奈町に住んで
よかった」「伊奈町が第２の故郷だ」と感じられるまちづくりが必要とされている。

・伊奈まつりへの出展や、国際交流イベント「インターナショナルフェスタinいな」の開催を通し
て、地域住民の異文化理解を深め、多文化共生の機運を高めることができた。

住民ニーズの変
化について

展開した事業は
適切であったか

・外国人住民が増加傾向にあり、今まで町への転入実績が無い国からの転入も増えていくこ
とが見込まれるため、より多くの言語や文化に対応する必要がある。
・転入者の増加に伴い、区への加入率の減少など地域住民同士の繋がりが希薄になってお
り、外国人住民が地域から孤立してしまう可能性がある。地域内で外国人住民を支える仕組
みづくりが必要である。

施
策
実
現
の
た
め
の
課
題

令和5年度実績

● 令和元年から令和２年にかけて実施する町制施行50周年記念事業の開催により、町民
のシビックプライドを醸成するとともに、町勢要覧の作成を予定しています。
● 地域のコミュニティ機能を高め、町の活力維持につながる取組を図ります。
● 今後も引き続き「伊奈町民討議会」を開催していく予定でありますが、若い世代の参加が
少ないことから、参加への意識醸成に努めます。
● 行政区への加入が伸び悩んでいることから、地域活動やイベントを様々な面から支援
し、地域コミュニティの活性化に取組みます。
●「 協働とは何か」が町民に浸透しておらず、考え方が定まっていないことから、今後は、
「協働のまちづくり指針」の策定の中で定義や役割を定めていきます。
● 国際化の推進において、相互理解を推進する必要性が高まっており、全庁的な取組を
検討します。
● 東京2020 オリンピック・パラリンピックでのホストタウン、伊奈まつりでの国際交流ブース
の設置など、外国人との共生や国際交流の機会の充実に努めます。

指標名

今後に向けた
課題・方向性

(3)

令和4年度実績

(1)

(2)

・【基本方針３】情報発信の推進と協働のまちづくりに基づき、外国人住民への行政情報
発信の充実と日本人住民への多文化共生への啓発、住民との協働による相互理解を深
める施策を引き続き進めていく。

・外国人住民との円滑なコミュニケーションを図るための、多言語対応ツールの運用実績を重ね、
全庁の窓口において国際化を推進していく。
・外国人が日本語を習得する環境を整えるため、引き続き日本語教室の運営を積極的に支援す
る。
・「やさしい日本語版」「英語版」に続き、多言語版の外国人生活ガイドブックの作成を進める。
・日本人と外国人がお互いの文化の理解を深める機会として「国際交流イベント」を引き続き実施
することにより、地域住民との交流を促進し、異文化理解の啓発活動を継続する。

第6次行政改革大綱
に基づく取組の進捗
状況

次年度以降におけ
る施策の具体的な
方向性

令和6年度実績


